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１．概要  

  本資料は、廃棄物管理施設の技術基準に関する規則「第十九条  放射性

廃棄物による汚染の防止」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付

書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示

すものである。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。なお，廃棄物管理施設には SA 設

備の対象がないため，発電炉の SA 設備に係る記載は比較対象としない。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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廃棄物管理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　R０

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 0

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

汚染 00-03　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（汚染の防止）】

別紙
備考
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十九条 （放射性廃棄物による汚染の防止）（1 / 1） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（放射性廃棄物による汚染の防

止） 

 

 

 

第十九条 特定第一種廃棄物埋

設施設又は特定廃棄物管理施設

のうち人が頻繁に出入りする建

物内部の壁、床その他の部分で

あって、放射性廃棄物により汚

染されるおそれがあり、かつ、

人が触れるおそれがあるものの

表面は、放射性廃棄物による汚

染を除去しやすいものでなけれ

ばならない。① 

4.閉じ込めの機能等に係る基本設計方針 

 4.1閉じ込め 

 4.2放射性廃棄物による汚染の防止 

 

 

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放

射性物質による汚染のおそれのある部屋

の床及び人が触れるおそれのある壁の表

面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹

脂系塗料等の材料によって仕上げる設計

とする。① 

 

 

 

［記載なし］ 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

(６)その他 

ａ．廃棄物管理施設は，ガラス固化体の

もつ閉じ込めの機能を維持するため

に，【◇1 】ガラス固化体をガラス固化

体の管理を行う機器の内部に収納し，

適切に冷却する。◇2  

廃棄物管理施設の建物並びに機器，

配管及びそれらの支持構造物は，自

重，内圧，外圧等の条件に対し，その

機能を維持するとともに，平常時に想

定される温度，放射線等の条件を考慮

し，所定の機能が維持できる設計  

◇3 とし，想定される自然現象（洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象，森林火災等）によってもそ

の安全性を損なわない設計とする。◇4  

廃棄物管理施設の建物並びに機器，

配管及びそれらの支持構造物は，事業

所又はその周辺において想定される当

該廃棄物管理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもの（故意によるものを

除く。）（以下「人為事象」とい

う。）に対して安全性を損なわない設

計とする。【◇4 】廃棄物管理施設の機

器等は，誤操作防止を考慮するととも

に誤操作及び故障によっても安全性を

損なわないようにする。【◇5 】また，

万一の汚染が生じるおそれがあり，か

つ，人が触れるおそれのある場所につ

いては床等の表面の除染が容易な設計

とする。① 

 

 

 

 

 

 

6.4 放射性物質による汚染の防止 

放射性物質により汚染されるお

それがあって，人が頻繁に出入り

する管理区域内の床面，人が触れ

るおそれがある高さまでの壁面，

手摺，梯子の表面は，平滑にし，

放射性物質による汚染を除去し易

い設計とする。① 

 

 

 

人が触れるおそれがある物の放

射性物質による汚染を除去する除

染設備を施設し，放射性物質を除

去できる設計とする。除染設備の

排水は，液体廃棄物処理設備で処

理する設計とする。 

 

 

 

双方の記載 

＜不一致の理由＞ 

対象施設の明確化を図った。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

廃棄物管理施設には除染設備の

要求がないため 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等    
  

【凡例】 

  

［許可からの変更点］ 

再処理，MOXの考え方を踏まえ表現の

適正化を行った。 

 

【 「等」 の解説】 

廃棄物管理施設の床、壁、手摺り、

梯子については、下地の材料により樹

脂系又はそれ以外の塗料若しくはメッ

キ加工を用いる事からそれらを総称し

「樹脂系塗料等」とした。 
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別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

 

第十九条（放射性廃棄物による汚染の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

廃棄物管理施設の建屋内部（人が

頻繁に出入りする室）の放射性廃

棄物による汚染の防止に係る基本

設計方針 

人が触れるおそれのある場所に

ついては床等の表面の除染が容

易な設計とする。 

1項 － b,c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

 対象なし 対象なし － 
３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  

閉じ込めの機能 

（汚染防止に係る基本設計方針以

外） 

第十条（閉じ込めの機能）に係る基本設計方針である

ため記載しない。 
－ 

◇2  受入施設又は管理施設 
第十七条（受入施設又は管理施設）に係る基本設計方

針であるため記載しない。 
－ 

◇3  処理施設及び廃棄施設 
第十八条（処理施設及び廃棄施設）に係る基本設計方

針であるため記載しない。 
－ 

◇4  
外部からの衝撃（自然現象、人為

事象） 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）に係る基

本設計方針であるため記載しない。 
－ 

◇5  安全機能を有する施設 
第十二条（安全機能を有する施設）に係る基本設計方

針であるため記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表 

b 廃棄物管理施設の図面 

c 添付-Ⅰ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 核燃料物質による汚染の防止）

別紙２

1

4.閉じ込めの機能等に係る基本設計方針
 4.1閉じ込め
　4.2放射性廃棄物による汚染の防止

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性物質による汚染のおそれのあ
る部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の除去が容易
で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする

冒頭宣言
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止） －

Ⅲ-1-1-2　閉じ込めの機能に関する説明書
2.2　放射性物質による汚染の防止

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止の基本方
針】

　放射性物質による汚染の防止に関する設計に
ついて説明する。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 仕様表 添付書類　構成 添付書類　説明内容
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令和５年１月５日 Ｒ０ 
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基本設計方針の添付書類への展開 
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十九条 核燃料物質による汚染の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

4.閉じ込めの機能等に係る基本設計方針
 4.1閉じ込め
　4.2放射性廃棄物による汚染の防止

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の除去が
容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする

冒頭宣言
設置要求

- 基本方針

Ⅲ-1-1-2　閉じ
込めの機能に関
する説明書
2.2　放射性物質
による汚染の防
止

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止
の基本方針】

放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。 補足すべき事項なし

展開先（小項目）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十九条 核燃料物質による汚染の防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降

2. 基本方針

2.2 放射性物質による汚染の防止の基本方針

　廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性物質による汚染
のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表
面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料に
よって仕上げる設計とする

補足すべき対象の事項なし

Ⅲ-1-1-2　閉じ込めの機能に関する説明書

廃棄物目次
廃棄物添付書類構成案 補足説明資料記載概要
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
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別紙４ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【放射性物質等による汚染の防止に係る説明書】(1/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類（Ⅲ-1-1-2） 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-1-1-2 閉じ込めの機能に関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

2.1 閉じ込め 

2.2 放射性物質による汚染の防止 
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別紙４ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【放射性物質等による汚染の防止に係る説明書】(2/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類（Ⅲ-1-1-2） 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「廃棄物管理施設の技術基準に関

する規則」第十条に適合する設計とするため，

廃棄物管理施設における閉じ込めの機能の維

持，また，放射性物質によって汚染された物

による汚染の防止のために必要な措置を説明

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所の添付書類には汚染の防止に係る

記載はなし） 
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別紙４ 

廃棄物管理施設－発電炉 記載比較 

【放射性物質等による汚染の防止に係る説明書】(3/3) 
廃棄物管理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類（Ⅲ-1-1-2） 添付書類 

 

 

4.1 閉じ込めの機能 

4.2 放射性廃棄物による汚染の防止 

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性

物質による汚染のおそれのある部屋の床及び

人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の

除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料

によって仕上げる設計とする 

2.基本設計方針 

2.1閉じ込め（省略） 

  

2.2放射性廃棄物による汚染の防止 

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性

物質による汚染のおそれのある部屋の床及び

人が触れるおそれのある壁の表面は，汚染の

除去が容易で腐食し難い樹脂系又はそれ以外

の塗料若しくはメッキ加工の材料によって仕

上げる設計とする 

 

【AARB 添5】： 記載なし 

【建設設工認】 

（放射性廃棄物による汚染の防止） 

第九条 特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出

入りする建物内部の壁，床その他の部分で

あって， 放射性廃棄物により汚染される

おそれがあり，かつ，人が触れるおそれが

あるものの表面は 放射性廃棄物による汚

染を除去しやすいものでなければならな

い。 

（ガラス固化体貯蔵建屋B棟） 

1. ガラス固化体貯蔵建屋B棟の管理区域

内で人が出入りする建物内部の壁及び床

等であって，人が触れるおそれがある範

囲は，塗装することにより汚染を除去し

やすいようにしている。 

（ガラス固化体貯蔵建屋） 

1. 既設建屋であるガラス固化体貯蔵建

屋の本申請に係る範囲において， 管理

区城で壁を撤去し開口とする部分の壁及

び床等であって，人が触れるおそれがあ

る範囲は， 塗装することにより汚染を

除去しやすいようにしている。 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十九条 核燃料物質による汚染の防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

4.閉じ込めの機能等に係る基本設計方針
 4.1閉じ込め
　4.2放射性廃棄物による汚染の防止

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそ
れのある壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする

基本方針
設計方針（汚染防止）

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止の基本方針】

　放射性物質による汚染の防止に関する設計について説明する。

補足すべき対象の事項なし

基本設計方針 添付書類
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補足説明すべき項目の抽出
（第十九条 核燃料物質による汚染の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

補足説明の必要なし

補足説明の必要なし

補足説明の必要なし
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別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

4.閉じ込めの機能等に係る基本設計方針 

 4.1閉じ込め 

 4.2放射性廃棄物による汚染の防止 

 

 

廃棄物管理施設の管理区域のうち，放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるお

それのある壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計と

する 

 

 

 

 

 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 

 

汚染①-1，①-2 

既設工認 本文 
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汚染① 
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汚染①-1 
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汚染①-2 
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